
第 6号 様式別表 5記 載の手引
1 こ の計算書の用途等

この計算書は、法第72条の23第 1項 ただし書の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、法第72条の24の規定

の適用を受ける法人、事業税を課されない事業とその他の事業とをあわせて行う法人 (以下 「非課税事業をあわせて行う法人」

といいます。)、法人税法第62条第 2項 の規定の適用を受ける法人、租税特別措置法第61条の規定の適用を受ける法人、同法第67

条の14第1項の規定の適用を受ける法人、同法第67条の15第1項の規定の適用を受ける法人、同法第68条の3の 2第 1項の規定

の適用を受ける法人又は同法第68条の3の 3第 1項の規定の適用を受ける法人が課税標準となる所得の計算を行う場合に記載し、

第6号様式又は第8号様式の申告書に添付してください。

また、外国の事業に帰属する所得のある法人又は非課税等所得のある法人は、外国の事業に帰属する所得の計算又は非課税等

所得の計算に関する明細害を添付してください。

紺 記 載 の し か た 留 意 事 項

1「所得金額又は個別所得金額①」 連結申告法人以外の法人にあつては法人税の明紳書 傷J表4)

の30の欄の金額を、連結申告法人にあつては法人税の明細書 (別

表4の 2付 髪)の 41の欄の金額を記裁 しますA

2「 法人名」 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申

告書を提出する場合にあつては、当該法人課税信託の名称を併

記してください。

「損金の額又は個別帰属損金額

に算入した所得税額②」

連結申告法大以外の法人にあつては法人税の瞬細書 傷可表4)

の30の欄の計算上損金の額に算入 している所得税額がある場合

において、連結申告法人にあつては法人税の明細書 (別表 4の

2付 表)の 41の欄の計算上損金の額に算入 している所得税額が

ある場合において、当該所得税額を記載 します。 したがつて、

法人税法第40条又は同法第81条の 7の 規定により納付 した所得

税額を損金の額に算入 していない場合においては記載する必要

性えヽり幸寸ス′本

4「 損金の額又は個別帰属損金額

に算入した海外投資等損失準備

金勘定への繰八額③」

法人税の明紳書 (別表120))の 9の 欄の金額又は14の欄の金

額のいずれか低い金額 (法の施行地外において行 う資源開発事

業等に係る特定株式等に係る部分の金額に限ります。)の 合計額

を記裁 しますハ

「損金の額又は個別帰属損金額

に算入した外国法人税の額④」

連結申告法人以外の法人にあつては法人税の明細書 (別表4)

の 1の欄の当期利益又は当期欠損の額の計算上損金の額に算入

した外国法人税の額から同明細書 (別表4)の 26の欄に記載し

た金額を控除して得た金額を、連結申告法人にあつては同明細

書 (別表4の 2付 表)の 1の 欄の当期利益又は当期久損の額の

計算上損金の額に算入した個別外国法人税の額から同明細書 OU

表 4の 2付 表)の 37の欄に記載した金額を控除して得た金額を

記載しますぃ

6「 漁業協同組合等の社外流出に

よる益金算入額⑤」及び 「漁業

協同組合等の留保所得に係る損

金に算入された額①J

法第72条の23第1項 の規定によりその例によることとされる

租税特別措置法第61条の規定の適用を受ける法人が記載します。

7「 非適格合併又は非適格分割型

分割による移転資産等の議渡利

益額⑥」及び 「非適格合併又は

非適格分割型分割による移転資

態筆の観 指柴箱ぬ |

法第72条の23第 1項 の規定によりその例によることとされる

法人税法第62条第 2項 の規定の適用を受ける法人が記載 し、運

結申告法人以外の法人にあつては法人税の明細書 (別表 4)の 3

5の欄の金額を、連結申告法人にあつては法人税の明細書 (別表

4の 2付 表)の 43の欄の金額を記載 します。

8「 益金の額又は個別帰属益金額

に算入した海外投資等損失準備

金勘定からの戻入額③」

法人税の明細書 (別表120))の 「益金算八額の計算」の欄の2

9及び30の各欄の金額の合計額 (法の施行地外において行 う資源

開発事業等に係る特定株式等に関する部分の金額に限ります。)

力記裁 l差 十ト

9「 外国の事業に帰属する所得以

外の所得に対 して課された外国

渋 人締の額に加

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国

法人税の額を記載しま。す。

10「外国の事業に帰属する所得に

対 して課 された外国法人税の額

① l

法第72条の24前段に規定する区分計算の方法によつて事業税

に係る所得計算をする法人が外国の事業に帰属する所得に対し

て課された外国法人税の額を記載します。

11「特定目的会社又は投資法人の

支払配当の損金算入額⑫」

法第72条の23第 1項 の規定によりその例によることとされる

租税特別措置法第67条の14第 1項 の適用を受ける法人及び同法

第67条の15第1項 の規定の適用を受ける法人が記載 します。
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紺 記 裁 の し か た 留 意 事 項

12「特定目的信託及び特定投資信

託 に係 る利益又は収益の分配

の額の損金算入額⑬」

法第72条の23第1項 の規定によりその例によることとされる

租税特別措置法第68条の3の 2第 1項の規定の適用を受ける法

人及び同法第66条の3の 3第 1項 の規定の適用を受ける法人が

記載します。

13「外国の事業に帰属する所得①」 法72条の24前段に規定する区分計算の方法によつて事業税に

係る所得計算をする場合には、外国の事業に帰属する所得から

当該所得に対して課された外国法人税の額 (①の欄の金額)を

控除した額を、区分計算の方法によらない場合は、①の欄の金

額を記裁します。

14「繰越欠損金額等又は災害損失

金額の当期控除額②J

第 6号様式別表 9の 当期控除額の 「計」の相の金額又は第6

号様式21j表10の当期控除額の 「計Jの 補の金額を記載します。

15「債務免除等があつた場合の久

損金額等の当期控除額④」

法人税法第59条第 1項 又は第 2項 の規定の適用を受けようと

する法人が第 6号 様式別表11の①の細、④の欄又は⑭の補の金

額を記載 します。

16「非課税所得の区分計算」

raか ら0ま での網)

外国の事業に帰属する所得及び鉱物の掘採事業の所得の区分

計算のできない法人が記載してください。

17「外国における事務所又は事業

所の期末の従業者数④」及び「期

末の総従業者数④」

0)従 業者の数は、当該事業年度終了の日 (法第72条の26第 1

項ただし書又は法第72条の48第 2項 ただし書の規定による申

告にあつては当該事業年度開始の日から6月 を経過した日の

前日)現 在における従業者の数により記載します。

0 収 入金額課税事業をあわせて行う法人にあつては、収入金

額課税事業に係る従業者の数を除いた人数を記載します。

0 非 課税事業をあわせて行 う法人にあつては、非課税事業に

係る従業者の数を含む人数を記載します。

法第72条の24前段の規定

による区分計算の方法によ

つて事業税に係る所得計算

をする法人は記載する必要

がありません。

18「鉱物の掘採事業の所得」

(③から③までの欄)

①の欄の金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を

切り捨てて記載し、①の欄に転記してください。

②から②までの細は、鉱

物の掘採事業の所得を区分

計算する法人は記載する必

要がありません。
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